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本日の内容

1

◆ 栃木県国民健康保険団体連合会の事務処理の流れと日程について

◆ 各種通知文書について

◆ 地域密着型サービス、日常生活支援総合事業、基準該当型事業所における事業所

の指定（登録）について

◆ 電子請求について

◆ 介護給付費縦覧・医療突合審査確認表について

◆ よくある問い合わせ

◆ 国保連合会からのお願い



栃木県国民健康保険団体連合会の事務
処理の流れと日程について
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栃木県国民健康保険団体連合会の概要

○目的と性格

本会は、国民健康保険法第83条に基づき、栃木県の保険者が共同して目的を達成
するために栃木県知事の認可を受け設立された団体で、その性格は公法人です。

○主な事業

①国民健康保険の診療報酬の審査及び支払

②後期高齢者医療の診療報酬の審査及び支払

③公費負担医療の診療報酬の審査及び支払

④出産育児一時金等の支払

⑤保険者事務の共同処理

⑥特定健診等費用決済及びデータ管理

⑦国民健康保険運営資金の融資

⑧保健事業の支援

⑨国民健康保険に関する調査及び研究

⑩国民健康保険に関する広報及び研修

等保険者の円滑な事業運営に資する事業

⑪後期高齢者医療事務代行業務

⑫介護給付費等の審査及び支払・並びに

介護サービスの調査及び指導並びに助言

⑬障害介護給付費・障害児給付費の審査支

払



介護給付費等請求支払業務について

○ 国保連合会では、介護保険法第１７６条の規定により保険者から審査支払業
務の委託を受け、介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費等に係る審
査及び支払の業務を行っています。

国保連合会

被保険者
（要介護認定者等）

介護サービス
事業所等

保険者
（市町）

⑦介護給付費等の支払

⑥介護給付費等の請求

⑧介護給付費等

の支払

⑤介護給付費等

の請求
②要介護認定 ①要介護認定

の申請

④サービスの提供

③サービスの利用

【介護給付費審査支払業務の流れ】
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栃木県国保連合会の処理日程について
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① 上記日程の「請求締切日：10日」「審査結果通知の送付：翌月1日」「支払決定額通知の送付：23日」は基準日
ですので月によって変わります。
「請求締切日」と「介護給付費の支払日」については、毎年３月末に翌年度の日程を本会ホームページに掲載
していますので確認して下さい。

② 「審査結果通知」と「支払決定額通知」は介護給付費の請求媒体を伝送で届出をしている事業所へは伝送で、
磁気媒体（ＣＤ－Ｒ、ＦＤ）または帳票で届出をしている事業所へは郵送で送付しています。

③ 毎月1日を基準日として送付する「審査結果通知」は該当がなければ送付されません。
また、「介護給付費過誤決定通知書」「介護給付費再審査決定通知書」も、該当がなければ送付されません。

事業所の請求から介護給付費（総合事業費）支払まで
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①通常過誤の場合の「過誤申立の締切日：保険者により」「介護給付費過誤決定通知書：翌月1日」「受付締切日：翌々月10日」、
同月過誤の場合の「過誤申立の締切日：保険者により」「受付締切日：10日」「介護給付費過誤決定通知書：1日」は基準日ですの
で月によって変わります。
※過誤申立ての方法については、過誤該当請求明細書の保険者へお問合せください。

② 保険者によって、事業所からの取下げ（過誤）依頼の締切日が決まっていますので、確認の上依頼して下さい。国保連合会の過
誤申立締切日直前に保険者へ取下げ（過誤）依頼されますと手続きの関係で国保連合会への申立が翌月となることがあります。

③ 通常過誤を実施した場合、再請求する際には必ず「介護給付費過誤決定通知書」で取下げが完了した事を確認して下さい。過
誤が決定されないうちに再請求されるとＡＮＮ４エラー（既に該当する介護給付費給付実績が存在しています）になり返戻となり
ます。

事業所の取下げ（過誤）依頼から国保連合会への再請求まで

栃木県国保連合会の処理日程について
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国保連合会での審査と支払いまでの流れ

請求書
請求明細書

サービス事業所

事前チェック

国保連合会

一次
チェック

データ内容や
入力（記入）

誤り

資格
チェック

事業所台帳受
給者台帳との

突合
上限
チェック

給付管理票と
請求明細書
の突合

都道府県庁

台帳情報
送付

保険者（市町村）

台帳
情報
送付

受給者台帳
・被保険者番号、氏名
・要介護状態区分
・サービス計画作成事業所
等

事業所台帳
都道府県から送付された

事業所の情報

事業所台帳
※地域密着型事業所、
基準該当事業所分、

事業所指定権限委譲分
等

事業所台帳
・事業所番号
・開設日、廃止日
・各加算体制 等

台帳情報
送付

給付管理票

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能事業所
複合型サービス事業所

事前チェック 一次
チェック

データ内容や
入力（記入）

誤り

資格
チェック

事業所台帳受
給者台帳との

突合

受給者台帳
保険者（市町村）から送付
された受給者の情報

返戻：給付管理票に誤りがあったため、国保連合会に登録されず
に返却された。

※原因、対応方法はエラーコード解説を参照のこと

決定：給付管理票が正しく国保連合会に登録された。

決定：請求した分が国保連合会から事業所へ支払われる。

査定：請求した分の一部が国保連合会から事業所へ支払われる。

返戻：請求明細書又は給付管理票に誤りがあったため、国保連合
会から事業所へ返却された。支払はない。

※原因、対応方法はエラーコード解説を参照のこと
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国保
連合会

審査
チェック

給付管理票
【新規】

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能事業所
複合型サービス事業所

返戻：給付管理票に誤りがあっ
たため、国保連合会に

登録されずに返却された。
※原因、対応方法はエラーコード解
説を参照

決定：給付管理票が正しく国保
連合会に登録された。

国保連合会に登録されている給
付管理票の一部を修正したい。

国保連合会に登録されている給
付管理票を取消ししたい。

正しい給付管理票を再度提出す
る。

給付管理票の作成区分
【修正】で再度提出する。

給付管理票
【修正】

給付管理票の作成区分

【取消】で再度提出する。

給付管理票
【取消】

給付管理票の作成区分
【新規】で提出する。

給付管理票
【新規】

給付管理票の作成区分（新規・修正・取消）について



各種通知文書について
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○ 介護保険審査増減単位数通知書

○ 請求明細・給付管理票返戻（保留）一覧表

○ 介護給付費等支払決定額内訳書

○ 介護給付費過誤決定通知書

○ 介護給付費再審査決定通知書

○ 介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ

○ 介護職員処遇改善加算等内訳のお知らせ

毎月１日を基準日として発送
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介護保険審査増減単位数通知書

保険者番号
被保険者番号

被保険者氏名

サービス

提供年月

サービス

種類コード

サービス

項目コード
増減単位数 事由

内容

-100 A

給付管理票に実績が記載されていないもの

確定単位数（ ０単）請求単位数（ １００単）

-200
B

給付管理票の実績を超えるもの

確定単位数（ １００単）請求単位数（ ３００単）

12

請求された「介護給付費請求明細書」と給付管理票との突合により
減点となったものを一覧表にし、事業所に通知するものです。
こちらの通知書は返戻ではありません。



介護保険審査増減単位数通知書

1. 内容に「給付管理票に実績が記載されていないもの」と記載された場合

原因・・・居宅介護支援事業所または地域包括支援センターから提出されて
いる給付管理票のサービス事業所の計画単位数の記載がない場合です。
この場合、一覧表の内容欄に表示される確定単位数は０単位となります。

対応・・・請求明細書の請求内容に誤りがなければ、居宅介護支援事業所
又は地域包括支援センターに連絡していただき、給付管理票に実績を入れ
てもらう必要があります。（このときの給付管理票作成区分は「２：修正」で提
出します。）減単位された請求明細書については、返戻となっていませんの
で、再請求する必要はありません。給付管理票が正しく修正されれば、給付
管理票が修正された年月の審査分で、減単位されていた金額がサービス事
業所に支払われます。
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介護保険審査増減単位数通知書

2.内容に「給付管理票の実績を超えるもの」と記載された場合

原因・・・サービス事業所の明細書と給付管理票を突合した時、給付管理票
にサービス事業所の計画単位数が記載されているが、給付管理票の計画
単位数が請求明細書の請求単位数よりも少なかった場合です。

対応・・・基本的な対応については、「給付管理票に実績が記載されていな
いもの」と同様になります。
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②「種 別」
返戻となったものの請求種別が表示されます。
「サ」･･･サービス計画費（ケアプラン料）
「請」･･･請求明細書（サービス計画費を除く）
「給」･･･給付管理票
「ケ」･･･介護予防ケアマネジメント費請求明細書（※総合事業の場合

に限る）

④「サービス種類」
返戻（または保留）となった請求明細書等のサービス種類をコードで表示
します。
請求明細書・給付管理票１件に複数のサービスがあり、全てのサービスに
該当するエラーがある場合は、全サービスコード分を表示します。
その中の一部のサービスコード分のみがエラーとなった場合は、エラーとなった
サービスコード分のみの表示となります。ただし、一部のサービスコード分の
返戻しか表示されていなくても、請求明細書・給付管理票は１件全部の返戻と
なります。
サービス種類欄が空欄は給付管理票の「合計情報」（サービス計画の合計）
です。

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表

⑦「事 由」
請求明細書等が返戻となった事由をアルファベット１文字で表示します。

＜事由記号の内容＞

「A」･･･請求明細書等の基本的な項目に対する入力（記入）の漏れや
誤りによりチェックエラーとなったもの。

「B」･･･保険者が登録する“受給者台帳”や栃木県が登録する“事業所台帳”

と請求明細書等を突合し、不一致としてエラーとなったもの。
また、当月以前に請求又は登録のあった請求明細書や給付管理票
に対して、再請求または登録しようとしてエラーとなったもの。
登録の無い給付管理票に対して修正をしようとしてエラーと
なったもの等、資格チェックエラーとなったもの。

「C」･･･請求明細書に対する給付管理票との突合不一致のもの。

この場合、一覧表の備考欄は「返戻」となるものがあります。
「D」･･･サービス計画費に対する給付管理票が未提出のもの。

この場合、一覧表の備考欄は「返戻」となります。
「E」･･･介護給付費等審査委員会で返戻となったもの。
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表

⑧「内 容」
請求明細書等が返戻となった原因の項目とコメントを表示します。
この欄を参照して請求明細書等の修正等をして下さい。

⑨「備 考」
請求明細書等が返戻となった原因を４文字のコード（アルファベットと数字の組合せ）
で表示します。
エラーの原因と対応については、４文字のコード「エラーコード」毎に代表的なものを
エラーコード解説として栃木県国保連合会のホームページに掲載していますのでご
参照下さい。



19



20



21



22



23

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表

返戻のお問い合わせをする前に、まずは本資料をご確認ください。

【参考】
☆栃木県国保連合会のホームページ

https://www.tochigi-kokuho.jp
介護サービス事業者の方／返戻・増減／エラーコード解説



地域密着型サービス、日常生活支援総合事業、
基準該当型事業所における事業所の指定（登
録）について
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地域密着型サービス、日常生活支援総合事業、基準該当
型事業所における事業所の指定（登録）について

標記事業を行うためには、事業所が受給者（被保険者）の属する市町村の
個別の指定を受ける必要があります。

【例１】

〇事業所所在地：鹿沼市

・被保険者A：鹿沼市、被保険者B：宇都宮市、被保険者C：日光市

→被保険者A/B/C全員に事業を提供する場合、宇都宮市、鹿沼市、日光市
全てから指定を受ける必要があります。仮に鹿沼市、日光市のみしか指定
を受けていない場合、被保険者Bは事業を受けることができません。県外
の被保険者も同様です。

ただし、住所地特例者に対しては、（基本的に特例先が事業所所在市町村
となるため）事業所所在市町村から指定を受けていれば、事業を提供する
ことができます。
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地域密着型サービス、日常生活支援総合事業、基準該当
型事業所における事業所の指定（登録）について

【例２】

〇事業所所在地：鹿沼市

・被保険者A：宇都宮 ※住所地特例先市町村：鹿沼市

→鹿沼市の指定を受けていれば、被保険者Aも事業を受けることができま
す。ただし、住所地特例用の請求明細書を作成する必要があります。
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地域密着型サービス、日常生活支援総合事業、基準該当
型事業所における事業所の指定（登録）について
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【サービス提供事前準備～国保連合会への請求まで】

①被保険者の市町村住所を確認します。

サービス提供を希望する被保険者の市町村（保険者）を確認し、更に住所
地特例を受けていないかについて確認します。

※住所地特例の場合、被保険者証に記載があります。不明の場合は保険
者に問い合わせてください。

②被保険者の所属する市町村に事業開始の申請を行います。

※複数の被保険者に対し事業を提供する場合は、被保険者がそれぞれ所
属する市町村すべてに対し申請が必要です。（住所地特例の場合は事業所
所在市町）



地域密着型サービス、日常生活支援総合事業、基準該当
型事業所における事業所の指定（登録）について

【サービス提供事前準備～国保連合会への請求まで】

③被保険者にサービスを提供します。

※②の申請を行っていない場合、サービス実績があっても、連合会への請
求が不可能になる場合がある（市町村が請求を認めない場合がある）ので
ご注意ください。

④被保険者の所属市町村ごとに請求明細書を作成（住所地特例者の場合
は住所地特例用の明細書を使用）し、国保連合会に請求します。
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地域密着型サービス、日常生活支援総合事業、基準該当
型事業所における事業所の指定（登録）について

【サービス提供事前準備～国保連合会への請求まで】

⚠注意⚠

・指定を受けていない市町村へ請求を行う（明細書を作成する）と、本会審
査にてADD1エラー（サービス台帳に未登録）で返戻となります。申請の有
無を確認せず請求し、返戻となる事例が非常に多いため、必ず事前に確認
してください。なお、給付管理票も同様の扱いとなります（給付管理票に指
定を受けていない事業所番号及びサービス番号が記載されていると、給付
管理票がADD1エラーで返戻となります）。

・住所地特例の明細書の作成方法が誤っている請求が多くあります。実際
の作成方法はご利用されている介護請求用ソフトのサポート等にお問い合
わせください。
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電子請求について
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インターネット請求の概要
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平成26年11月より事業所は請求ソフト等にて作成した介護
給付費等の請求情報を、インターネットを経由して電子請求
受付システムへ送信することができます。

送信された請求情報は、電子請求受付システムより国保連
合会に送信された後に審査が行われます。事業所は電子請
求受付システムより支払額決定通知書等を取得します。

インターネット請求では、請求期間内であれば請求情報の送
信が可能であり、また、差し替えも適宜行うことができます。
また、審査結果通知等について、通知書発行日に即座に確
認することができます。



請求を受け付けるしくみ

32



電子請求受付システムでできること

33



電子請求受付システムの運用日程（イメージ）

34



35

「請求期間」

事業所及び代理人は、毎月1日から10 日23時59分までの期間に請求ができます。

「請求取消」

請求期間中は、事業所及び代理人は、請求情報の取り消しを行うことができます。請求
誤りがあった場合は、再請求の前に誤った請求データの取り消しをしてください。

「通知文書取得」

請求の翌月に国保連合会から各種通知文書を発行します。事業所及び代理人は、通知
書を取得することができます。

通知書取得期間は発行から３ヶ月です。毎月、忘れずに取得してください。



新機能のお知らせ

36



37

電子請求受付システムのID・パスワードの再発行が電子請求受付システ
ム上で行えるようになりました（セキュリティー用メールアドレスの登録が
必要となります）。

電子請求受付システムのID・パスワードの再発行について



38

電子請求受付システムのID・パスワードの再発行について



39

電子請求受付システムのID・パスワードの再発行について



40

電子請求受付システムのID・パスワードの再発行について



41

請求及び受領に関する届の電子化について

〇電子請求受付システムから請求及び受領に関する届出が可能となります（3月30日開始予定）。

電子請求受付システムに
ログイン後、ユーザ情報
変更から届出の入力がで
きます。



42

入力画面イメージ

入力画面上から記載要領をダウ
ンロードできます。

記載要領を確認いただき、振込
先に誤りがないよう入力を行って
ください。



介護給付費縦覧・医療突合審査確認表
について

43



介護給付費縦覧審査とは

44



45

介護給付医療突合審査とは



46



47



長３封筒（イメージ）

48

『介護給付費適正化関連確認表等在中』

栃木県国民健康保険団体連合会

該当する場合、縦覧審査確認表、医療突合審査確認表が封
入されています。
期日までの返送にご協力お願いいたします。



49

縦覧事例１



50

縦覧事例１



51

縦覧事例2



52

「サービス提供日/入所日確認表」(次々
ページ参照)を添付して国保連へ返送し
てください。

医療突合事例



53

〇出力事由・・医療保険の入院と、介護保険サービスが重複請求されています。
〇原 因・・請求された日数の合計が当該月の「歴日数＋２」より大きい場合に、請求内容に疑義があるものとして出

力されます。
例：診療年月が令和８年１月の場合、歴日数＋２＝３３日。
(介護給付の実日数：８日)＋(医療給付の診療日数：30日)＝３８日 となり、リストに出力されます。

医療突合事例



54



よくある問い合わせ

～こんなときどうしていますか～



月の途中で保険者が変更になりました。

サービス計画費の請求は変更前、変更後
どちらで請求すれば良いですか。

質問①

56



変更前、変更後どちらの保険者にもサー
ビス計画費の請求をすることになります。

転居等により月途中での保険者の変更は、保険者番号、被
保険者番号が変更となるためです。

57

回答①



介護予防支援業務を委託している居宅介
護支援事業所が変更となった場合につい
ても、介護予防支援初回加算を算定する
ことができますか。

質問②

58



初回加算を算定することはできません。

委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介
護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわ
けではないためです。

59

回答②



月の途中で、要支援から要介護になりました
が、要介護になってからサービスの利用は
ありませんでした。

給付管理票は介護予防支援事業所と居宅
介護支援事業所どちらが行いますか。

質問③

60



介護予防支援事業所が行います。なお、
サービス計画費の請求も同様です。

※社会保険研究所出版
「介護報酬の解釈令和６年４月版」

1136ページ～1140ページ参照

出版：社会保険研究所
『介護報酬の解釈QA・法令編』

61

回答③



「支援事業所に請求明細書に対応した給付管理
票の提出依頼が必要」と記載された、返戻保留一
覧表が届きました。ケアマネジャーに確認したとこ
ろ提出漏れが確認でき、今月請求してもらうこと
になったが、請求明細書も提出する必要がありま
すか。

質問④

62



サービス事業所も請求明細書の再請求が必
要です。現在、保留は扱っておりません。返戻
保留一覧表で届いたものはすべて返戻となり
ますので、再請求が必要です。

63

回答④



月途中で、居宅介護支援事業所から小規模多機
能事業所に変更になった場合の給付管理票の提
出はどちらが行いますか。

質問⑤

64



月のうち、全て小規模多機能居宅介護サービスを利用して
いる場合は、小規模多機能型居宅介護事業所が給付管理
を行いますが、一月のうちに居宅介護支援事業所がサービ
ス提供がある場合は、居宅介護支援事業所が給付管理票
を提出します。

【例 居宅サービス利用あり】
①居宅A→小規模の場合 居宅介護支援事業所A
②小規模→居宅Aの場合 居宅介護支援事業所A
③居宅A→小規模→居宅B 居宅介護支援事業所B
④小規模C→居宅A→小規模D 居宅介護支援事業所A

65

回答⑤



「給付管理票の計画単位数が請求明細書の計画単位
数未満であるため、支援事業所に確認をしてください。」
と記載された返戻保留一覧表が届きました。ケアマネ
ジャーに連絡したところ、単位数は一致していたため、
単位数を教えてください。

質問⑥

66



ご連絡いただいた該当の事業所から提出された請
求明細書や給付管理票の計画単位数はお伝えする
ことはできますが、相手方の計画単位数はお伝えす
ることができません。提出した計画単位数を確認した
い場合は、各々国保連合会にご連絡ください。

67

回答⑥



誤って請求をしてしまい、審査決定された場合の対応は
どのようにすればいいですか。

質問⑦

68



該当保険者へ過誤（取り下げ）の申し立てを行い、国
保連合会から過誤決定通知書が届き次第、再請求
してください。

※指導監査等で1月分全件過誤するなど大量件数

の過誤時には同月過誤で対応できるように、保険者
への申し立て時に調整してください。

69

回答⑦



国保連合会からのお願い



○請求データの処理年月を確認してください。

サービス提供月 請求年月 処理年月（csvファイル内）

令和７年５月 令和７年６月 202506

令和７年４月
（月遅れ請求）

令和７年６月 202506

令和７年３月
（返戻再請求）

令和７年６月 202506

処理年月を誤ってしまうと、国保連合会でデータの取込ができませ
ん。電子媒体（CD等）の場合は、再度提出いただく必要があります。
データの請求（提出）前に確認をお願いします。

請求（提出）時に関すること

71



○電子媒体（CD等）での請求について
媒体には、「 CSV 」ファイルを直接書き込みしてください。フォルダごと書
き込んだり、ZIPファイルなどCSV以外の形式で書き込まれた場合、本会で
の受付業務が煩雑となります。スムーズな処理のためにご協力お願いし
ます。

○伝送事業所の形式エラーの確認について
必須項目が指定されていない場合など、AA系エラーとなったまま伝送さ

れると、審査時にAA系エラー（システムに取り込まれないため処理対象外
となるエラー※）となるため事業所への連絡が必要となります。
事業所側での確認が可能なため、エラー等確認のうえ伝送してください。
※返戻（保留）一覧表には出力されない内容となります。

請求（提出）時に関すること

72



毎月１日（基準日）に審査決定通知等とあわせ、介護保険通信を送付し

ています。

介護保険通信には、国保連合会からのお知らせや介護保険に関する情

報を掲載していますのでぜひご確認ください。

＜紙請求事業所の場合＞

審査決定通知等に同封しています。

介護保険通信について

73



国保連合会のホームページ
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ご清聴ありがとうございました

75


